
春日部市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （春日部市税条例の一部改正） 

第１条 春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正後の欄の条又は号（以下「改正後の条等」という。）に対応する改正

前の欄の条又は号が存在しない場合にあっては、当該改正後の条等を加える。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第34条の７ 第34条の７ 

(３) 所得税法第78条第２項第２号及び第３号

に掲げる寄附金（同条第３項及び租税特別措

置法第41条の18の３の規定により特定寄附金

とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附

金を除く。）のうち、次に掲げるものに対す

るもの 

 

ア 市内に主たる事務所を有する法人 

  イ アに掲げる法人のほか、市民の福祉の増

進に寄与するものとして、規則で定めると

ころにより、市長が指定したもの 

 

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等） 

第54条 第54条  

６ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第23

条第１項の規定によって使用する埋立地若しく

は干拓地（以下この項において「埋立地等」と

いう。）又は国が埋立て若しくは干拓によって

造成する埋立地等（同法第42条第２項の規定に

よる竣工通知前の埋立地等に限る。以下この項

において同じ。）で工作物を設置し、その他土

地を使用する場合と同様の状態で使用されてい

るもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して

使用されているものを除く。）については、こ

れらの埋立地等をもって土地とみなし、これら

の埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、

これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合

併特例区（以下この項において「都道府県等」

という。）以外の者が同法第23条第１項の規定

によって使用する埋立地等にあっては、当該埋

立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係

る第１項の所有者とみなし、都道府県等が同法

６ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第23

条第１項の規定によって使用する埋立地若しく

は干拓地（以下この項において「埋立地等」と

いう。）又は国が埋立て若しくは干拓によって

造成する埋立地等（同法第42条第２項の規定に

よる竣工通知前の埋立地等に限る。以下この項

において同じ。）で工作物を設置し、その他土

地を使用する場合と同様の状態で使用されてい

るもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して

使用されているものを除く。）については、こ

れらの埋立地等をもって土地とみなし、これら

の埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、

これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合

併特例区（以下この項において「都道府県等」

という。）以外の者が同法第23条第１項の規定

によって使用する埋立地等にあっては、当該埋

立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係

る第１項の所有者とみなし、都道府県等が同法



第23条第１項の規定によって使用し、又は国が

埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等

にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等

を都道府県等又は国以外の者に使用させている

場合に限り、当該埋立地等を使用する者（土地

改良法第87条の２第１項の規定により国又は都

道府県が行う同項第１号の事業により造成され

た埋立地等を使用する者で令第49条の２に規定

するものを除く。）をもって当該埋立地等に係

る第１項の所有者とみなす。 

第23条第１項の規定によって使用し、又は国が

埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等

にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等

を都道府県等又は国以外の者に使用させている

場合に限り、当該埋立地等を使用する者（土地

改良法第87条の２第１項の規定により国又は都

道府県が行う同項第２号の事業により造成され

た埋立地等を使用する者で令第49条の２に規定

するものを除く。）をもって当該埋立地等に係

る第１項の所有者とみなす。 

   附 則   附 則 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）

第７条の３ 平成20年度から平成28年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第

41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた

場合（同法第41条第１項に規定する居住年（次

条において「居住年」という。）が平成11年か

ら平成18年までの各年である場合に限る。）に

おいては、法附則第５条の４第６項に規定する

ところにより控除すべき額（第３項において「市

民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。）

を、当該納税義務者の第34条の３及び第34条の

６の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

第７条の３ 平成20年度から平成28年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第

41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた

場合（同法第41条第１項に規定する居住年が平

成11年から平成18年までの各年である場合に限

る。）においては、法附則第５条の４第６項に

規定するところにより控除すべき額（第３項に

おいて「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」

という。）を、当該納税義務者の第34条の３及

び第34条の６の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務

者が、当該年度の初日の属する年の３月15日ま

でに、施行規則で定めるところにより、同項の

規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住

宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項

を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申

告書（その提出期限後において市民税の納税通

知書が送達される時までに提出されたものを含

む。）を、市長に提出した場合（法附則第５条

の４第９項の規定により税務署長を経由して提

出した場合を含む。）に限り、適用する。 

３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務

者が、当該年度の初日の属する年の３月15日ま

でに、施行規則で定めるところにより、同項の

規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住

宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項

を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申

告書（その提出期限後において市民税の納税通

知書が送達される時までに提出されたものを含

む。）を、市長に提出した場合（市民税の納税

通知書が送達された後に市民税住宅借入金等特

別税額控除申告書が提出された場合において、

当該納税通知書が送達される時までに市民税住

宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなか

ったことについて、市長においてやむを得ない

理由があると認めるとき又は法附則第５条の４

第９項の規定により税務署長を経由して提出し

た場合を含む。）に限り、適用する。 

第７条の３の２ 平成22年度から平成35年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

 



法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受

けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで

又は平成21年から平成25年までの各年である場

合に限る。）において、前条第１項の規定の適

用を受けないときは、法附則第５条の４の２第

５項に規定するところにより控除すべき額を、

当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の

規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用す

る。 

 

(１) 前項の規定の適用を受けようとする年度

分の第36条の２第１項の規定による申告書

（その提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第36条の３第１項の

確定申告書を含む。）に租税特別措置法第41

条第１項に規定する住宅借入金等特別税額控

除額の控除に関する事項の記載がある場合

（これらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認める

場合を含む。） 

 

(２) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の

適用を受けようとする年度の初日の属する年

の１月１日現在において法第317条の６第１

項の規定によって給与支払報告書を提出する

義務がある者から給与の支払を受けている者

であって、前年中において給与所得以外の所

得を有しなかったものが、前年分の所得税に

つき租税特別措置法第41条の２の２の規定の

適用を受けている場合 

 

３ 第１項の規定の適用がある場合における第34

条の８及び第34条の９第１項の規定の適用につ

いては、第34条の８中「前２条」とあるのは「前

２条並びに附則第７条の３の２第１項」と、第

34条の９第１項中「前３条」とあるのは「前３

条並びに附則第７条の３の２第１項」とする。

 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条  第８条  

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第25条第１項各号に掲げる売却の方法によ

り当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、そ

の売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措

置法第25条第１項各号に掲げる売却の方法によ

り当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、そ

の売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該



当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉

用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当

該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている

場合（その売却した肉用牛がすべて免税対象飼

育牛に該当しないものである場合を含む。）に

おいて、第36条の２第１項の規定による申告書

にその肉用牛の売却に係る同法第25条第２項第

２号に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所得金額

に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34

条の３まで、第34条の６から第34条の８まで、

附則第７条第１項、附則第７条の３第１項、附

則第７条の３の２第１項及び前条の規定にかか

わらず、次に掲げる金額の合計額とすることが

できる。 

当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉

用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当

該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている

場合（その売却した肉用牛がすべて免税対象飼

育牛に該当しないものである場合を含む。）に

おいて、第36条の２第１項の規定による申告書

にその肉用牛の売却に係る同法第25条第２項第

２号に規定する事業所得の明細に関する事項の

記載があるときは、その者の前年の総所得金額

に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34

条の３まで、第34条の６から第34条の８まで、

附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び

前条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合

計額とすることができる。 

(２) 租税特別措置法第25条第２項第２号に規

定する事業所得の金額がないものとみなして

計算した場合における前年の総所得金額につ

き、第33条から第34条の３まで、第34条の６

から第34条の８まで、附則第７条第１項、附

則第７条の３第１項、附則第７条の３の２第

１項及び前条の規定により計算した所得割の

額に相当する金額 

(２) 租税特別措置法第25条第２項第２号に規

定する事業所得の金額がないものとみなして

計算した場合における前年の総所得金額につ

き、第33条から第34条の３まで、第34条の６

から第34条の８まで、附則第７条第１項、附

則第７条の３第１項及び前条の規定により計

算した所得割の額に相当する金額 

（上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課

税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課

税の特例） 

第16条の３  

３ 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第16条の３第１項に規定する

上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項

前段、第34条の８、第34条の９第１項、附則

第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附

則第７条の３の２第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第16条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第16条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計

第16条の３  

３ 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第16条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条

の９第１項、附則第７条第１項及び附則第７

条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第16条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第16条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」と、同条

第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の

３第１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 



額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第16条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

の課税の特例） 

第16条の４  第16条の４ 

３  ３  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第16条の４第１項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前

段、第34条の８、第34条の９第１項、附則第

７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第16条の４第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第16条の４第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第16条の４第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第16条の４第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第16条の４第

１項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、同項前段、第34条の８、第34条の９

第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の

３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第16条の４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第16条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第

２項及び附則第７条の４中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第16条の４

第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第31条第１項に規定する譲渡

所得を有する場合には、当該譲渡所得について

は、第33条及び第34条の３の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金

額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第33条の

４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34

条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１

項、第35条の２第１項又は第36条の規定に該当

する場合には、これらの規定の適用により同法

第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額とし、これらの

金額につき第３項第１号の規定により読み替え

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第31条第１項に規定する譲渡

所得を有する場合には、当該譲渡所得について

は、第33条及び第34条の３の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金

額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第33条の

４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34

条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１

項又は第36条の規定に該当する場合には、これ

らの規定の適用により同法第31条第１項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額とし、これらの金額につき第３項第

１号の規定により読み替えて適用される第34条



て適用される第34条の２の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲

渡所得金額」という。）の100分の３に相当する

金額に相当する市民税の所得割を課する。 

の２の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。）

の100分の３に相当する金額に相当する市民税

の所得割を課する。 

３ ３  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第17条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに附則第17条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額」と、同項前段、第34条の８、第

34条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第17条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第17条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第

７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第17条第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第17条第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第17条第１項に規

定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、

第34条の８、第34条の９第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

17条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の７第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条

第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と、同条第２項及び附則第７条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第17条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の

特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の

特例） 

第17条の２ 第17条の２  

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）

の場合において、所得割の納税義務者が、その

有する土地等につき、租税特別措置法第33条か

ら第33条の４まで、第34条から第35条の２まで、

第36条の２、第36条の５、第37条、第37条の４

から第37条の７まで又は第37条の９の２から第

37条の９の５までの規定の適用を受けるとき

は、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しな

いものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）

の場合において、所得割の納税義務者が、その

有する土地等につき、租税特別措置法第33条か

ら第33条の４まで、第34条から第35条まで、第

36条の２、第36条の５、第37条、第37条の４か

ら第37条の７まで又は第37条の９の２から第37

条の９の４までの規定の適用を受けるときは、

当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住

宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第18条  第18条  

５  ５  



(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第18条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに附則第18条第１項に規定する短期譲渡

所得の金額」と、同項前段、第34条の８、第

34条の９第１項、附則第７条第１項、附則第

７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第18条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第18条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と、同条第２項及び附則第

７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第18条第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第18条第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第18条第１項に規

定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、

第34条の８、第34条の９第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

18条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第34条の７第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条

第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と、同条第２項及び附則第７条の４中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第18条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

（株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

（株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

第19条  第19条  

２ ２  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第19条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の７第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに附則第19条第１項に規定する株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第34

条の８、第34条の９第１項、附則第７条第１

項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第19条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第19条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」と、同条第２項及

び附則第７条の４中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第19条第１項の規

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第19条第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34

条の７第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに附則第19条第１項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

同項前段、第34条の８、第34条の９第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第19条第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条第１項の規定による市民税の所得割の

額の合計額」と、同条第２項及び附則第７条

の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第19条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 



定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

（特定管理株式等が価値を失った場合の株式等

に係る譲渡所得等の課税の特例） 

（特定管理株式が価値を失った場合の株式等に

係る譲渡所得等の課税の特例） 

第19条の２ 市民税の所得割の納税義務者につい

て、その有する租税特別措置法第37条の10の２

第１項に規定する特定管理株式（以下この項及

び次項において「特定管理株式」という。）又

は同条第１項に規定する特定保有株式（以下こ

の条において「特定保有株式」という。）が株

式としての価値を失ったことによる損失が生じ

た場合として同条第１項各号に掲げる事実が発

生したときは、当該事実が発生したことは当該

特定管理株式又は特定保有株式の譲渡（金融商

品取引法（昭和23年法律第25号）第28条第８項

第３号イに掲げる取引の方法により行うものを

除く。以下この項及び次項において同じ。）を

したことと、当該損失の金額として令附則第18

条の２第５項で定める金額は当該特定管理株式

又は特定保有株式の譲渡をしたことにより生じ

た損失の金額とそれぞれみなして、この条及び

前条の規定その他のこの条例の規定を適用す

る。 

第19条の２ 市民税の所得割の納税義務者につい

て、その有する租税特別措置法第37条の10の２

第１項に規定する特定管理株式（以下この項及

び次項において「特定管理株式」という。）が

株式としての価値を失ったことによる損失が生

じた場合として同条第１項各号に掲げる事実が

発生したときは、当該事実が発生したことは当

該特定管理株式の譲渡（金融商品取引法（昭和

23年法律第25号）第28条第８項第３号イに掲げ

る取引の方法により行うものを除く。以下この

項及び次項において同じ。）をしたことと、当

該損失の金額として令附則第18条の２第５項で

定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたこ

とにより生じた損失の金額とそれぞれみなし

て、この条及び前条の規定その他のこの条例の

規定を適用する。 

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失

の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例）

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失

の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例）

第20条 第20条  

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発生し

た年の末日の属する年度の翌年度分の第36条の

２第１項若しくは第４項の規定による申告書又

は第５項において準用する同条第５項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出されたも

の及びその時までに提出された第36条の３第１

項の確定申告書又は租税特別措置法第37条の13

の２第７項において準用する同法第37条の12の

２第11項において準用する所得税法第123条第

１項の規定による申告書を含む。）に前項の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるとき

（これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。 

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発生し

た年の末日の属する年度の翌年度分の第36条の

２第１項若しくは第４項の規定による申告書又

は第５項において準用する同条第５項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出されたも

の及びその時までに提出された第36条の３第１

項の確定申告書又は租税特別措置法第37条の13

の２第７項において準用する同法第37条の12の

２第５項において準用する所得税法第123条第

１項の規定による申告書を含む。）に前項の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるとき

（これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。 

６ 第３項の規定の適用がある場合における第36

条の３の規定の適用については、同条第１項中

「確定申告書（」とあるのは「確定申告書（租

税特別措置法第37条の13の２第７項において準

６ 第３項の規定の適用がある場合における第36

条の３の規定の適用については、同条第１項中

「確定申告書（」とあるのは「確定申告書（租

税特別措置法第37条の13の２第７項において準



用する同法第37条の12の２第11項において準用

する所得税法第123条第１項の規定による申告

書を含む。」と、「又は第３項から第５項まで」

とあるのは「若しくは第３項から第５項まで又

は附則第20条第５項において準用する前条第５

項」と、同条第２項中「又は第３項から第５項

まで」とあるのは「若しくは第３項から第５項

まで又は附則第20条第５項において準用する前

条第５項」とする。 

用する同法第37条の12の２第５項において準用

する所得税法第123条第１項の規定による申告

書を含む。」と、「又は第３項から第５項まで」

とあるのは「若しくは第３項から第５項まで又

は附則第20条第５項において準用する前条第５

項」と、同条第２項中「又は第３項から第５項

まで」とあるのは「若しくは第３項から第５項

まで又は附則第20条第５項において準用する前

条第５項」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

第20条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第41条の14第１項に規定

する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場

合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得に

ついては、第33条及び第34条の３の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業

所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額

として令附則第18条の７に定めるところにより

計算した金額（以下この項において「先物取引

に係る雑所得等の金額」という。）に対し、先

物取引に係る課税雑所得等の金額（先物取引に

係る雑所得等の金額（次項第１号の規定により

読み替えて適用される第34条の２の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）をいう。）

の100分の３に相当する金額に相当する市民税

の所得割を課する。 

第20条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第41条の14第１項に規定

する事業所得又は雑所得を有する場合には、当

該事業所得及び雑所得については、第33条及び

第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の当該事業所得の金額及び雑所得

の金額として令附則第18条の７に定めるところ

により計算した金額（以下この項において「先

物取引に係る雑所得等の金額」という。）に対

し、先物取引に係る課税雑所得等の金額（先物

取引に係る雑所得等の金額（次項第１号の規定

により読み替えて適用される第34条の２の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）を

いう。）の100分の３に相当する金額に相当する

市民税の所得割を課する。 

２  ２  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第20条の２第１項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前

段、第34条の８、第34条の９第１項、附則第

７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則

第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第20条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の２第１

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第20条の２第

１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、同項前段、第34条の８、第34条の９

第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の

３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第20条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第



項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」と、同条第２項及び附則第７条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第20条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

２項及び附則第７条の４中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の２

第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第20条の４ 第20条の４ 

２  ２ 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第20条の４第１項に規定する

条約適用利子等の額」と、同項前段、第34条

の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第20条の４第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第

２項及び附則第７条の４中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の４

第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の４第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第20条の４第

１項に規定する条約適用利子等の額」と、同

項前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第20条の４第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の４第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附

則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第20条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とする。

５  ５  

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４の規定の適用については、第

34条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第３項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第34条の７第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに附則第20条の４第３項に規定する

条約適用配当等の額」と、同項前段、第34条

の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項、

附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

(２) 第34条の６から第34条の８まで、第34条

の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条

の３第１項及び附則第７条の４の規定の適用

については、第34条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第20条の４第

３項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第20条の４第

３項に規定する条約適用配当等の額」と、同

項前段、第34条の８、第34条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第20条の４第３項の規定による市民税



割の額並びに附則第20条の４第３項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第20条の４第３項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第

２項及び附則第７条の４中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20条の４

第３項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と、第34条の９第１項中「第33条第４

項」とあるのは「附則第20条の４第４項」と

する。 

の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の４第３項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」と、同条第２項及び附

則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第20条の４第３項の規定

による市民税の所得割の額の合計額」と、第

34条の９第１項中「第33条第４項」とあるの

は「附則第20条の４第４項」とする。 

  

 （春日部市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 春日部市税条例の一部を改正する条例（平成２０年条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の項（以下「改正後の項」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の項を当該改正後の項とする。 

(2) 次の表中、改正前の項に対応する改正後の項が存在しない場合にあっては、当該改正

前の項を削る。 

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。 

改正後 改正前  

  附 則 

（施行期日） 

  附 則 

（施行期日） 

 

第１条  第１条  

(２) 附則第20条の４の改正部分（第３項の改

正部分に限る。）並びに次条第18項及び第19

項の規定 平成21年１月１日 

(２) 附則第20条の４の改正部分（第３項の改

正部分に限る。）並びに次条第19項及び第20

項の規定 平成21年１月１日 

(３) 附則第８条第１項の改正部分、同条第２

項の改正部分（「同項に規定する」を削り、

「ものが含まれている」を「もの又は免税対

象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が

2,000頭を超える場合の当該超える部分の免

税対象飼育牛が含まれている」に改める部分

に限る。）、附則第16条の３の改正部分、附

則第19条の５の改正部分並びに同条を附則

第19条の６とする改正部分、附則第19条の４

の次に１条を加える改正部分並びに次条第

６項から第12項までの規定 平成22年１月

(３) 附則第８条第１項の改正部分、同条第２

項の改正部分（「同項に規定する」を削り、

「ものが含まれている」を「もの又は免税対

象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が

2,000頭を超える場合の当該超える部分の免

税対象飼育牛が含まれている」に改める部分

に限る。）、附則第16条の３の改正部分、附

則第19条の５の改正部分並びに同条を附則

第19条の６とする改正部分、附則第19条の４

の次に１条を加える改正部分並びに次条第

７項から第13項までの規定 平成22年１月



１日 １日 

(４) 附則第19条第１項及び第19条の３の改

正部分並びに次条第13項から第17項までの

規定 平成22年４月１日 

(４) 附則第19条第１項及び第19条の３の改

正部分並びに次条第14項から第18項までの

規定 平成22年４月１日 

（個人の市民税に関する経過措置） （個人の市民税に関する経過措置）  

第２条 

 

第２条 

４ 平成21年度から平成26年度までの各年度分

の個人の市民税についての新条例第34条の７

の規定の適用については、同条第１項第12号中

「第41条の18の３に規定する認定特定非営利

活動法人が行う特定非営利活動促進法（平成10

年法律第７号）第２条第１項に規定する特定非

営利活動に係る事業」とあるのは、「第41条の

18の３に規定する認定特定非営利活動法人が

行う特定非営利活動促進法（平成10年法律第７

号）第２条第１項に規定する特定非営利活動に

係る事業及び所得税法等の一部を改正する法

律（平成20年法律第23号）附則第55条の規定に

よりなおその効力を有することとされる同法

第８条の規定による改正前の租税特別措置法

第41条の18の２第１項に規定する特定地域雇

用等促進法人が行う地域再生法の一部を改正

する法律（平成20年法律第36号）附則第２条の

規定によりなおその効力を有するものとされ

る同法第２条の規定による改正前の地域再生

法（平成17年法律第24号）第５条第３項第３号

に規定する事業」とする。 

 

４ (略) ５ (略)  

５ (略) ６ (略)  

６ (略) ７ (略)  

７ (略) ８ (略)  

８ 前項の規定の適用がある場合における新条

例附則第16条の３第３項の規定の適用につい

ては、同項第１号中「附則第16条の３第１項」

とあるのは、「附則第16条の３第１項（春日部

市税条例の一部を改正する条例（平成20年条例

第26号）附則第２条第７項の規定により適用さ

れる場合を含む。以下同じ。）」とする。 

９ 前項の規定の適用がある場合における新条

例附則第16条の３第３項の規定の適用につい

ては、同項第１号中「附則第16条の３第１項」

とあるのは、「附則第16条の３第１項（春日部

市税条例の一部を改正する条例（平成20年条例

第26号）附則第２条第８項の規定により適用さ

れる場合を含む。以下同じ。）」とする。 

 

９ 新条例附則第19条の６第１項又は第４項の

規定の適用がある場合における第７項の規定

の適用については、同項中「同項前段の規定に

より」とあるのは、「新条例附則第19条の６第

３項又は第５項の規定により読み替えられた

新条例附則第16条の３第１項前段の規定によ

り」とする。 

10 新条例附則第19条の６第１項又は第４項の

規定の適用がある場合における第８項の規定

の適用については、同項中「同項前段の規定に

より」とあるのは、「新条例附則第19条の６第

３項又は第５項の規定により読み替えられた

新条例附則第16条の３第１項前段の規定によ

り」とする。 

 



10 (略) 11 (略)  

11 (略) 12 (略)  

12 (略) 13 (略)  

13 (略) 14 (略)  

14 (略) 15 (略)  

15 前項の規定の適用がある場合における新条

例附則第19条第２項の規定の適用については、

同項第１号中「譲渡所得等の金額」とあるのは

「譲渡所得等の金額（当該株式等に係る譲渡所

得等の金額のうちに春日部市税条例の一部を

改正する条例（平成20年条例第26号）附則第２

条第14項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額がある場合には、当該株式等に係る

譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る

譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上

場株式等に係る譲渡所得等の金額）」とする。

16 前項の規定の適用がある場合における新条

例附則第19条第２項の規定の適用については、

同項第１号中「譲渡所得等の金額」とあるのは

「譲渡所得等の金額（当該株式等に係る譲渡所

得等の金額のうちに春日部市税条例の一部を

改正する条例（平成20年条例第26号）附則第２

条第15項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額がある場合には、当該株式等に係る

譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る

譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上

場株式等に係る譲渡所得等の金額）」とする。

 

16 新条例附則第19条の６第４項の規定の適用

がある場合における第14項の規定の適用につ

いては、同項中「計算した金額（」とあるのは

「計算した金額（新条例附則第19条の６第４項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。」とする。 

17 新条例附則第19条の６第４項の規定の適用

がある場合における第15項の規定の適用につ

いては、同項中「計算した金額（」とあるのは

「計算した金額（新条例附則第19条の６第４項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。」とする。 

 

17 新条例附則第20条第３項の規定の適用があ

る場合における第14項の規定の適用について

は、同項中「計算した金額（」とあるのは「計

算した金額（新条例附則第20条第３項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額。」と

する。 

18 新条例附則第20条第３項の規定の適用があ

る場合における第15項の規定の適用について

は、同項中「計算した金額（」とあるのは「計

算した金額（新条例附則第20条第３項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額。」と

する。 

 

18 (略) 19 (略)  

19 (略) 20 (略)  

   

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２条の部分 公布の日 

(2) 第１条の部分中附則第７条の３第１項の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定

並びに附則第８条第２項、附則第１６条の３第３項第２号、附則第１６条の４第３項第

２号、附則第１７条第３項第２号、附則第１８条第５項第２号、附則第１９条第２項第

２号、附則第１９条の２、附則第２０条、附則第２０条の２第２項第２号、附則第２０

条の４第２項第２号及び同条第５項第２号の改正規定 平成２２年１月１日 

(3) 第１条の部分中第３４条の７第１項第２号の次に１号を加える改正規定、附則第７条



の３第３項、附則第１７条第１項及び附則第１７条の２第３項の改正規定並びに次条の

規定 平成２２年４月１日 

 (4) 第１条の部分中附則第２０条の２第１項の改正規定 平成２３年１月１日 

(5) 第１条の部分中第５４条第６項の改正規定 農地法等の一部を改正する法律（平成  

２１年法律第５７号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の部分による改正後の春日部市税条例（以下「新条例」という。）第３４条の

７の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成２１年１月１日以後に支出する同条第１

項第３号に掲げる寄附金について適用する。 

２ 新条例附則第７条の３第３項の規定は、平成２２年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、平成２１年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金

等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。 


